
特定非営利活動法人棚 ネットワーク

(総則)

第 1条 この規程は特定非営利活動法人棚田ネットワーク (以下、「本法人」という)の定

款第31条に基づき、役員に対する報酬の支給に関して定める。

(役員報酬)

第 2条 本法人の役員に対する役員報酬は、当面の間、支給しない。

(改廃)

第 3条 この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。

(補足)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が別に定める。

附則 この規定は2017年 6月 28日 から施行する。



特定非営利活動法人棚 ネットワーク 職員給与規程

(総則)

第 1条 この規程は特定非営利活動法人棚田ネットワーク (以下、「本法人」という)の職

員に対する給与の支給に関して基本事項を定める。

(職員給与)

第 2条 本法人の職員に対する職員給与は、当面の間、支給しない。

(改廃)

第 3条 この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。

(補足)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が別に定める。

附則 この規定は2017年 6月 28日 から施行する。

※当団体の職員につきましては、現在、職員給与の支給要件を満たす職員はおりません。



2010年 6月 1日制定

特定非営利活動法人 棚田ネットワーク

の給与等に関する内規

(目 的)この内規は、役員及び職員の給与等についての基準を定めることを目的とする。

1.事務局スタッフ

a)支払い対象 :日 常的に事務局に出勤する有償ボランテイアスタッフ

b)支払額  :週平均 5日 出勤する者・・・・月額 30,000円

週平均 2日 出勤する者 。・・・月額 20,∞0円

c)支払日  :毎月 25日

d)上記の他に通勤費を支払う。

2.臨時雇い

棚田現地作業等イベントに伴う臨時スタッフについてはアルバイ ト扱いとし、税額

は「日額表」を適用する。

3 役員

役員報酬については、当分の間支給しないこととする。

以 上



書式第 17号 (法第55条関係)

54条第 2項第3

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

し

法人名 特定非営利活動法人 棚田ネットワーク
2020年 4月 1日 ～

2021年 3月  31日
事 業 年 度

■
■ 匪l細

７
■

口
強

その他

金    額収 益 源 泉 の 内 訳

838,0001ヨ正会員受取会費

631,000円賛助会員受取会費

1,033,700円
受取寄付金

27,000円
普及啓発事業収益

1,503,392円
物品販売事業収益

0円
受託事業収益

4,200円
雑収入

23円受取利息

円

円

円

円

円

円

4,037,315円△
ロ 計

金    額先入借

円
な し

円

円

円

円

円計△
ロ

な し

54 3 る2
′
=)セ

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

している



６

一
資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及

資産の貸付けに係る料金及び条件等

役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金

全国棚田ガイ ド 2,700円

円

円

一”
一

円

円

円

円

円

条  件  等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

条  件  等料 金&.*/)G&at7E
1回 2時間当たりの価格80,αЮ円出張講演

1回 3時間当たりの価格26500円出張座長

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生する取引

及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
までの取引 口 役員等との取引]ら

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

{2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産 )

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 ら1 内 容 等

780,0∞ 円 カレンダー制作

601,019円

寄付金 5∞,000円 、

参加者プレゼン ト用米

101,019円

177,700円 寄付金

100,∞0円 寄付金

90,000円 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 ら1 内 容 等

3〔Ю,586円 カレンダー印刷費用

2m,0∞ 円 会報誌編集委託他

240,GX)円

161,910円 会報誌等印刷費用

メール便

“

Ю,542円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

餞 渡

年月日
議 渡 価 格 護渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付け )

)\ &#の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 議渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人と

の関係

住所又は所在

地

役務の提供年

月日

対 価 の

額
役務提供の内容等

2020年16月 、

9月 、12月 、

2021年 2月 、3

月

280,(ЮO円 会報誌編集委託他

2020/4/1～

2021/3/31
240,000円

事務所賃借料

(月 額20,000円 )

2020年 9月 、

2021年2月
125,(Ю O円

webページ構築、

旧暦欄田暦制作委託

円

円

円

円

円

円

円



受 領 年 月 日寄 附 金 額氏 名

円

円

円

円

円

な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当腋法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上である の の 並びにその寄附金の額及び受領年月日]

与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]5

左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額
給 与 を 得 た 職 員 の 総 数

0円0人



支出した寄附金額支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等支出年月日

円

円

円

円

コ

な し

円

円

円

円

円

合   計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに
:こ7

Ｈ

【

金   額途使実  施  日

円

円

円

円

円

な し

円

円

円

一

円

円



法人名 特定非営和括動法人棚田ネットワーク

ロ して次に掲げる癬判こ遭合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

{1)

②
ロ

ハ

と

会計について公認会計士又は監壺法人の監査を受けていること、又い帳痢自順の備付け、取引の記

じて行オ,■ていること

二 菫出した●

“

D彙迪國哺らがでないも●

“

ある00■
"ロ

ロコ●■

“"わ

れて:ヽないこと

チェック相

ゾ

イ

(注 1)

C=2) ―

よ 第3義付嚢1『役員の状況」から転記してくださしヽ

③晨口oこついて:よ ′:鶴以下第2位を切り捨てた薇饉を記職してくださしヽ

日

項  目

区  分

四ヨコ

①

申 田 時
人

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②■①)

② ③

人 % 人 %

最も́増勉多`い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族詢 のグループの人数

割 合

(0■①)

④ ⑤

○ ""年
4月 1日～

"21年
3月 31日 11人

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

O 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日
人

0人 0%

%

%

人

人

%

%

人

人

人 %

0人 0%

%

%

人

人

人 %

%人

人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑥ ◎ ① ロヨ

上記を証する書類の名称とその内容等

しヽ えヽ いいえ

はい

しヽ えヽ

li|/ \

L\\.1

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

書式第7号 (法第44条。51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) 口 到

ェック豪 (第 3衰)は.嵐第関

“

日11項に薔づく書類 (役員鯛■開目時日出硼Dの提出時においても宙田屁及び添

付する必要があります。そα骨合、上記口の日曖の必要はありません。

■定の有効曲躙p口輌の申請に当たって:よ 法第5彙第1項に基づく書燿

憑付を鰤略することができます。

回
====コ

E】
=コ

マ`:、



ハ

項
口
日 ① ⑮ ◎ ① ◎ ① E=E玉ヨ

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい はい

いいえいいえ いいえ

帳簿書類の備付け、取引の調録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はし,ヽ はい

しヽ えヽ しヽ えヽ いいえ いいえ

項
曰

【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、1帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有C 有・無 有 0無 有。無 有・無 有・無 有。無

匡嶽画ヨ

めて配載する1麟要はありません。

第3表 (ソCD

って|ム 演第騎条第1項に基づく書類 網員報酬颯程等提出書類)に配載した事項について、改



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

の 状 況 第 3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

棚田ネットワーク
③ ⑥ ◎

役  員  数 11人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人

人 人

人 人

人 人

① ◎ ① 申 請 時

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 [T圏

続

柄

等

就 任 等 の 状 況

○ (D C 図 C C 謳 コ

就任・退任

年月日

中島 峯廣 口Eヨ

○

相田  明 理事
O

理事 ○阿久澤剛樹

上久保郁夫 [][ヨ
○

理事 O木戸 幸子

杉山 行男 ロヨ
○

理事
○高野 光世

理事
○高山 承之

久野 大輔 理事
○

高木 宏明 ○

西田 幸司 用Eヨ
○

2002年 8月 27日就任

2002年 8月 27日就任

2014年 6月 1日 就任

2010年 6月 1日 就任

2002年 3月 27日 就任

2014年 6月 1日 就任

2002年 8月 27日就任

2014年 6月 1日 就任

2010年 6月 1日 就任

2014年 6月 1日 就任

2015年 6月 1日 就任

医II亜コ

更新の申請に当たっては、法第55彙第1項に基づく書類 (役員報酬規租等提出書類)に配載した事

項について、添付を省略することができます。



特定非営禾:幅置法人 棚田ネットワーク

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 調l限の時期 保存期間

総勘定元帳 電子ファイ′ズアクセス使用)

ルーズリーフ

一週間ごと 7年

入金伝票/出金伝票 単票 その都度 7年

給与手当等支払台帳 電子ファイノズアクセス使用)

ルーズリーフ

月 と 7年

会費納入管理簿 電子フアイノズアクセス使用)

ルーズリーフ

その都度 7年

書式第9号。
(法第44条・51条・58条関係|)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(1回,腰鶴D

・ 『伝票又|カロ鴨日」椰よ 例えば『入金倒胸、「出榊 、rilrEtJ. ltcHtitj. r#uEiBft f*8o)t 5l=f,dft Llf;f.
『左の崚鄭等の形態』相は、「単源コ、町L″:ズリーフ」、:■

「

幅簿」などのように記載します。

「調颯の時期」欄[ま、晴置キ」、『毎日」、「―週間ごと」のよう:=配載します。

認定の有効醐間D更新の申請に当たつては、法第5彙第1項に基づく日順 (役員報酬柳臀硼日出劇D
がないとき:よ 添付を省略することができます。

:=配載した内容に変更



法人名 特定り障折1難観法人 棚田ネットワーク

ロ

肛 コ◎ ①◎ ①① ⑮日
‐一項

有・ 無有 ・ 無 有 。無有・ 無 有 0無有。① 有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行しヽ 及び信者を

教化育成する活動

有・ 無有 0無
有 0無 有 ・ 無 有・ 無有 ・ 無有 ′騎

ヽノ
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

有 0無有 ・ 無 有 。無有・ 無 有 0無有・ 無有
特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 瓦 コ

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する1報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

有
有・無 有。無 有・無 有 。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の議渡等に関して特別α珀1益の供

有① 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別α澤:騒″嶼:与の'有無

有
有。無 有・無 有。無 有・無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有③ 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

4 事」閣舌動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は綸与の支綸に関して特別の利益を与えないこと、 る法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補唐若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が8 0%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

チェッタ欄

′

書式第10号 (法第44条・51条・58条傑郡系)

認定基準等チェック表  (第 4表) 圃 厠

隠墨[=コ
r田定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55彙第1項に基づく書類 (役員欄酬幅濯簿提出■書Dの提出時においても調職

及び添付する1麟要があります。その場合、:硼睫基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0'戦,び二)の1配載及び添付の必要はありま

せん。

て、澤付を省略することができます。

法第関彙第 1項に基づく書類 G■廂硼闘腱亭提出響順)に記職した事項につい



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係)

エ
「¬
□

特定非営利活動法人 棚田ネットワーク法人名

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名級 び鎌 等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した1書類

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の膿濃等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

′ヽ を記載した書類

役員報酬又は職員綸与の支給に関する1臓程

イ

① 事業報告書等 鱚業報告訳 財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:誦D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類名暑B定ヨ聾尋興事la歯合する

ハ 翻附金を充当する予定の具体的な事業の内容を詢戦した書類

前事業年度の役員報馴又国職員給:与の支給に関する,規程

ホ

次の事瞑を記崚した0厳

① 収
``瀾

朦〃1の明細、措ス金の鳴静その他の資劉こ隣ナる事項

② 贅幽
"働

閣に係る事彙a眸と、条件その他その内ロヨオケる事項

③ りに絆デる取引l編る鵬 隠

“

1鶴kttLそ″喀 l嘔する朝

・ :峰は する

“

吸υ費用′壮 デる鵬 Iのそれa●●
"て

、弱 幽影 り 上`位5者との取引

・ 役員、棚員、職風若しく日目用

“

者
"●

まこれらの嗜●

"日

日者若しくは三嘲朧1以内¢瑯調00まこれらの者と籠味

の関麟のある者との取引

④ 書附者 0彙、役員α田晴若しくは三親諄以内の国腱�瀾腱員と特殊の1鵬鯵
'あ

る者で、当閥曳ヽ鋼する

調輸脳哺酵増曝年度中の舗博が
"調

以上であるものに限4)の氏名並嶼こその翻摯鰊鴨口に務申序月

日

⑤ 綸与を得た臓員●綸颯及び当腋職■に対する綸与のロロこ

“

する事項

0支出した翻駆ン潮餃嶼こその相手洗贅び支出昨月日

⑦ 海外～が出鑢嗜超圏V鶏出しを行った母合におけるその金鮨政ひ

“

閣瞭Лこそ
`"u:日

助成金の支給を行った場合に事後la所轄庁に提出した書類の写し

同  意

する しない

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に|ま 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

網繁薗則D鶴があ型鵬鍼ヨま その細剛 網レ虜凰D等を添付してくださしヽ【亜EEEコ

チェッタ相

′

∝菫申D
・ 認定基準等チェック表第5卿よ、渕膚55剣膚1項に基づく1蘭

があります。

(frIffiffi;tHtn oilEtst=?tBt&tfFFfif 6&I

日定の有効醐間DI口新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営和括動法人 棚田ネットワーク

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超え

ていること

チェッタ相

プ

日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

・ 」日申551“購11口!=ヨ麟・づく1"目|(lUL輌 1閣口層朧申口田HI"D
iよ 記載する必要はありません。

ってIょ

…

ェック豪 (第 6表及び第8

て:ム

…

ェック表 (第 6表及び第8豪)の口いの必目まありません。また、法

6実 績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に掴出していること

チェッタ欄

′

⑤ ◎④

有 「

:¬

はヽ組

´ ´ ″ ´

有
n¬
臓ヽヨ 有 無 有 。 無 有 ・ 無

◎ ①

特定非営和1膳動促進法第囲条に規定す

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行おにより何らかの利

益を得、又は得ようとし る事実がないこと

九 ッタ欄

′

ν

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力
`"溢

を得、又は得ようとした事実

③ ⑥ ◎

有 ・ 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

① ◎ ① 申請 時

有
四ロ

随Ы

注・

…

エツク表 (第 7わ 1ょ 】舗 5条第1項に基づく書颯

び添付する必要があります。

第55彙第 1項に基づく書類|(役員欄鵬用□囀日州■Dにコ曖した事項について、改めて配戯する必要はありません。



書式第15号 (法第44条・51条・58条風露系)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営オ:偏慟法人棚田ネットワーク チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特傷認定を取り
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当酸特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法着しくは轟力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法
"4条

等 い )若

しくは曇力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくl渕地′澤党に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当腋滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

5 から3年を経過
6 次のいずれかに腋当する法人
イ 曇力団
口 暴力団又は曇力団の構成二等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定陶庭娼削聞甜媚りい疑碇を取り消された場合又l澳特,1認定特定井者和1隔暉滋ブJI端渤1熙定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特

定非営利活動法人又は当鰤 1開定鰐 :都:幡動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 派ヽ
｀中ノ

禁鯛以上α冽1に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しく|ま刑

法第
"4条

等若しくは暴力行為等処嗣法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有 凛 ヽ
ヽ_ノ

暴力団の構成員等の有無 有・G⊃

Itlr\'t'(，

“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

ヽ
ヽ

Errt'(定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人3

4 国税又は地方税のI滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

⌒

Iれ ・`いくとノ

書類

添付

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」L起墜1壺整奎]壼饉塑麗日日目壼日堕≧1壁コ」L2雹量臼LL超堕園匡囲薔

_[髭望2生上」堕墜塁:選1盤壺置菫困:塁!笙:壺:こ:塑:壺1区!堕塗襲塾艶重塁塁国睦聾曇!堕!L]壼 i□1聾盆!壺墨!塾:堕:コ:国塁目巨聾聖!=]E登二生_………

(注 1)その他の事務所がある場合lム その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員錮酬規程等提出書には添付不要

Itlr\'t'(5 国税l蘇る動 1嶼喘又:」防 税1縣る動 暉金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 Itl,''. t^LB)

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 Itlr','1r(l.,

「


